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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年４月２８日 ２２時２０分ごろ 

発生場所 東京都大田区所在の東京国際空港Ｄ滑走路南方沖 

神奈川県川崎市所在の東京湾アクアライン風の塔灯から真方位３４

４°２.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°３１.８′ 東経１３９°４９.２′） 

事故調査の経過  平成２６年６月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 GREEN
グ リ ー ン

 DASH
ダッシュ

、４９トン 

１４０３３６、横浜はしけ運送事業協同組合（以下「Ａ社」と

いう。） 

２０.３０ｍ×７.００ｍ×２.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,４７２kＷ（合計）、平成１８年２月

２８日 

Ｂ バージ C
シー

F
エフ

T
ティー

-No.5、８４本（４０ft コンテナ積載量） 

なし、Ａ社 

６５.５０ｍ×２０.００ｍ×４.００ｍ、鋼 

機関なし、不詳 

Ｃ 引船 第七小
こ

高
だか

丸、１９トン 

２３０－３２４２７神奈川、関東曳船株式会社（以下「Ｃ社」

という。） 

１５.００ｍ（Lr）×４.２８ｍ×２.０８ｍ、鋼 

ディーゼル機関、５０３.８２kＷ、平成７年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４９歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２０年６月１２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２５年５月２日 

免状有効期間満了日 平成３０年６月１１日 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ４４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 平成９年１０月１６日 
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免許証交付日 平成２４年１１月１３日 

（平成２９年１１月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首及び船首スラスタ室の外板に凹損、左舷船首外板に擦過

傷 

Ｃ 左舷ビルジキールに曲損、左舷船尾側ブルワーク等に破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板手Ａほか１人が乗り組み、コンテナ９９本

を積載したＢ船の船尾にＡ船の船首を結合して押船列（以下「Ａ船押

船列」という。）を構成し、船長Ａの操船指揮により、甲板手Ａが操

舵に就き、東京国際空港Ｄ滑走路南方沖を主機を回転数毎分（rpm）

約１,３００とし、約６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で北東進していた。 

 船長Ａは、右舷船首方２Ｍ付近にＣ船の右舷灯を認め、右舷方を通

過するものと思って航行していたところ、Ｃ船が右舷船首４５°４０

０ｍ付近に接近したとき、右舷灯及び左舷灯が交互に見えるようにな

り、Ｃ船の操船者が寝ているのではないかと思い、主機を５００rpm

に下げ、Ｃ船の船尾方を通過しようとし、動静を観察しながら航行し

た。 

 船長Ａは、Ｃ船が右舷船首方１００～２００ｍ付近に接近したと

き、左舷灯のみが見えて危険を感じ、主機を停止して全速力後進にか

け、長音１回の電子ホーンを鳴らしたが、Ｃ船に変化が見られず、平

成２６年４月２８日２２時２０分ごろ、東京国際空港Ｄ滑走路南方沖

において、Ｂ船の船首部とＣ船の左舷が衝突した。 

 船長Ａは、離れて行くＣ船を見たが、衝突したものと思い、主機を

停止して損傷状況の確認を行った後、Ａ社の担当者に報告し、Ａ社の

担当者から海上保安庁へ通報した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、操舵室中央の椅子に腰を掛け、

東京湾アクアライン風の塔に向けて東京国際空港Ｄ滑走路南方沖を速

力約５～６kn で手動操舵により、南進した。  

 船長Ｃは、船首を東京湾アクアライン風の塔に向ける針路として舵

輪から手を離し、椅子に深く腰を掛けたところ、背もたれに寄り掛か

った状態で居眠りに陥り、続航していたところ、Ｃ船の左舷とＢ船の

船首部とが衝突した。 

 船長Ｃは、衝突の衝撃で目覚めて左舷側にＢ船の船首を認め、増速

してＡ船押船列から離れたところ、船首及び船尾の甲板上に置いてい

たロープの端が船外に流されていることに気付き、減速して回収した

後、Ａ船押船列が航行を続けていたので、Ｃ船の航行を再開し、横浜

第１区の係留場所に帰った。 

 船長Ｃは、本事故発生時に船体の色を見て衝突したのはＡ船押船列
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と分かり、本事故の翌日の早朝、Ｃ社の担当者にその事実を報告し、

事後の処理を依頼した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約９.２m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１ｍ 

 その他の事項 

 

 Ａ船押船列では、Ａ船がマスト灯１個、両舷灯、船尾灯及び黄色の

回転灯を、Ｂ船が、船首にマスト灯１個及び両舷灯をそれぞれ表示し

ていた。 

 Ａ船は、ＶＨＦ無線電話及び探照灯を装備し、レーダーを１Ｍレン

ジで作動させていた。 

  Ｂ船の喫水は、船首が約１.５ｍ、船尾が約１.６ｍであった。 

船長Ａは、Ｃ船が右舷船首方１００～２００ｍ付近に接近したと

き、Ａ船押船列が針路を右に変えれば、Ｃ船も針路を変えて接近する

ことになるかもしれないと思い、舵を取ることができなかった。 

船長Ａは、約５年前から船長としてＡ社が所有する数隻の押船に乗

り組み、約８年間の乗船経験があった。 

Ｃ船は、レーダーがなく、ＶＨＦ無線電話及びＧＰＳプロッターが

装備され、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示していた。 

 船長Ｃは、本事故当日、０３時ごろ京浜港横浜第１区の定係地を出

発し、空船のはしけをえい
．．

航して千葉港に着き、０９時ごろから休息

時間であったが、翌日の作業が決まっていたことから、荷役を早く終

わらせたいと思い、はしけの移動を手伝って休息をとっていなかっ

た。また、船長Ｃは、１５時ごろ千葉港を出港してから京浜港東京第

２区に着くまで、満船のはしけをえい
．．

航し、南寄りの風でＣ船が揺れ

ていたので、立って操舵しており、その後、東京第２区ではしけの係

留を行い、横浜第１区の定係地に向かった。 

船長Ｃは、本事故直後、東京国際空港Ｄ滑走路が船首方に見えたこ

とから、手動操舵で寝ている間に風や波でＣ船が右転したものと思っ

た。 

 船長Ｃは、ふだん、眠気を感じれば、船内を歩き回ったりして体を

動かしていたが、本事故前、疲れて眠気を感じ、コーヒーを飲んでい

た。 

 Ｃ船は、操舵室の両舷ドアが閉まっていた。   

 船長Ｃは、１４～１５年前にＣ社へ入社し、約１８～１９年間の乗

船経験があった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ 不明 

Ａ船押船列は、東京国際空港Ｄ滑走路南方沖を北東進中、船長Ａ

が、右舷船首方にＣ船の右舷灯を認め、Ｃ船がＡ船押船列の右舷方を
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通過するものと思って航行していたところ、Ｃ船の右舷灯及び左舷灯

が交互に見えるようになり、主機の回転数を下げたものの、Ｃ船の船

尾方を通過しようとし、動静を観察しながら航行を続けたことから、

Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

Ｃ船は、東京国際空港Ｄ滑走路南方沖を手動操舵で南進中、船長Ｃ

が、東京湾アクアライン風の塔に向ける針路にした後、舵輪から手を

離して椅子の背もたれに寄り掛かったところ、居眠りに陥ったことか

ら、右転が生じ、Ａ船押船列と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、東京国際空港Ｄ滑走路南方沖において、Ａ船押船

列が北東進中、Ｃ船が手動操舵で南進中、船長Ａが、Ｃ船がＡ船押船

列の右舷方を通過するものと思って航行していたところ、Ｃ船の右舷

灯及び左舷灯が交互に見えるようになったものの、Ｃ船の船尾方を通

過しようとし、動静を観察しながら航行を続けており、また、船長Ｃ

が居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 Ａ船の管理会社は、本事故後、管理船に対し、他船の航行に不安を

抱いたときは余裕のある時に対処すること、衝突を避ける動作は早め

に躊
ちゅう

躇
ちょ

することなく大胆に行うことについて、注意喚起を行った。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、休息を十分にとるようにし、眠気を感じたら、身体を動

かすなどの眠気を取り去る努力をすること。 

 ・他の船舶と衝突するおそれがあることを早期に認知できるようレ

ーダーを適切に用いること。 

 


